
 

 

「国立映画アーカイブ機械警備業務」に係る随意契約事前確認公募公告 

 

 

次のとおり公告します。 

 

記 

 

１ 当該招請の趣旨 

 本業務については、国立映画アーカイブの警備をセンサー等の機器を使用して行うもので、現在機

器を設置している事業者を契約の相手方とする手続きを予定しているが、それ以外の者で、下記の応

募要件を満たし、かつ本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書等の提出

を招請する公募を実施するものである。 

 公募の結果、他に３の応募要件を満たすと認められる者がいない場合は、令和７年度から令和１０年度

においても前述の当該条件を満たす特定の一社と引き続き契約手続きを行う。 

 

２ 業務概要 

（１）件  名 国立映画アーカイブ機械警備業務 

（２）対象機関 国立映画アーカイブ本館 

（３）業務内容 

設置された警報・防犯装置等により対象物件を常時監視し、盗難、火災及びその他の異常事態

（以下「異常事態」という。）の発生を未然に防止する業務である。又、異常事態発生時にお

いては、直ちに現場に急行し適切な処置を行うとともに、現場の状況に応じ、関係各署への通

報を行うものとする。 

（４）履行期間 令和７年４月１日～令和１０年３月３１日 

（５）詳細は別紙「機械警備計画書」を参照 

 

３ 応募要件 

（１）基本的要件 

①文部科学省競争参加資格（全省庁統一資格）において令和６年度に関東・甲信越地域の「役務

の提供等」のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級に格付けされている者であること。 

②独立行政法人国立美術館契約事務取扱規則第５条及び第６条の規定に該当しない者であること。 

③契約担当役等及び文部科学省から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

④暴力団又は暴力団関係者ではなく、かつ暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関

係を有していない者であり、「暴力団排除に関する誓約書」に誓約できる者であること。 

（２）業務体制に関する要件 

契約開始時から、警備体制の空白なく、直ちに業務の履行が可能な者であること。 

（３）業務実績に関する要件 

  ①過去５年間に、元請けとして１年以上継続して履行した、１件以上の同種業務の業績を有して

いること。 

②国の機関、地方公共団体、独立行政法人において、警備履行場所に警報・防犯装置等を設置し

た経験を有すること。 

（４）技術・運用に関する要件 

  ①現行機器を利用して業務を行える者であること。 

  ②緊急時に、５～１０分以内に到着出来るエリアに活動拠点を有している者であること。 

  ③現行委託している当館の保安警備担当者と連携を図りながら業務を行える者であること。 

（５）その他の要件 

  ①業務対象物件には、重要な映画作品及び映画関連資料等が保管されていることを充分に理解し

て業務に当たること。 

  ②情報セキュリティに関する第三者機関の認定があること。 



 

 

＊一般財団法人日本情報経済社会推進協会が発行するプライバシーマーク及び ISO/IEC27001

認証を取得していること。 

③現行の契約相手方より安価で業務を行える者であること。  

  ＊参考見積書の受領後、現行の契約相手方との契約金額と比較し、契約金額より高い場合には、

一般競争入札は行わない。 

 

４ 応募要件を満たす意思表示 

本公募の条件を満たしており、参加を希望する者は、次の書類を提出すること。 

（１）会社概要 

（２）文部科学省競争参加資格（全省庁統一資格）の写し 

（３）参考見積書 

（４）参加意思確認書（指定様式） 

（５）暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

（６）３（３）の応募要件を満たすことが証明できる書類（契約書の写し等） 

なお、当館において実績を有する場合は必要としない。 

 

５ 手続き等 

（１）担当部署 

〒１０４－００３１ 東京都中央区京橋３－７－６ 

独立行政法人国立美術館国立映画アーカイブ総務課管理室会計担当 

電話 ０３－６２６４－４３８４（ダイヤルイン） 

E-mail kaikei★nfaj.go.jp  ★は＠に置き換えること 

（２）機械警備計画書の交付期間及び場所 

電子メールにより交付する。件名を「国立映画アーカイブ機械警備業務 機械警備計画書等希

望（組織名）」とした配布希望のメールを「別紙 調達関係書類等交付依頼書」と併せて国立

映画アーカイブ総務課管理室会計担当（kaikei★nfaj.go.jp）に送ること。手交を希望する場合

は、その旨問い合わせること。 

（３）参加意思確認書の提出期限、場所及び方法 

令和６年１１月２１日（木）１６時までに（１）へメール、直接持参（土日祝日を除く１０時 

から１８時まで（１１月２１日（木）は１６時まで。））又は郵送（簡易書留・特定記録等の配

達の記録が残る方法に限る。上記受領期限内必着）すること。 

 

６ その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨 

日本語及び日本円に限る。 

（２）関連情報を入手するための照会窓口 

５（１）に同じ。 

（３）参加意思確認書等を提出した者は、提出した書類に関し説明を求められた場合、これに応じな

ければならない 

（４）３の応募要件を満たすと認められる者がいた場合には一般競争入札の手続きに移行する。 

 

 

以上 

 

令和６年１１月１日 

 

独立行政法人国立美術館 

分任契約担当役 

国立映画アーカイブ館長  岡島 尚志 


